
特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）の拡充
支給パターンのイメージ

※（１）（２）のいずれかになるかは、書類の提出時期などによって変わります

対象者の
雇入れ

助成金の
第１期支給

助成金の
第２期支給

45万円
（通常分30万円

＋高額１期15万円）

対象者の
雇入れ

助成金の
第１期支給

助成金の
第２期支給

60万円
（通常分30万円＋高額１期15万円

＋高額２期15万円）

45万円
（通常分30万円

＋高額２期15万円）

30万円
（通常分30万円）

対象者の
雇入れ

助成金の
第１期支給

助成金の
第２期支給

15万円
（高額１期15万円）

30万円
（通常分30万円）

追加給付

45万円
（通常分30万円

＋高額２期15万円）

対象者の
雇入れ

助成金の
第１期支給

30万円
（通常分30万円）

30万円
（高額１期15万円

＋高額２期15万円）

助成金の
第２期支給

30万円
（通常分30万円）

追加給付

【新助成メニュー： 母子家庭の母、就職氷河期世代などの例】高額助成90万円（通常コース分60万円＋高額助成分30万円）

【令和４年12月の拡充内容】（新助成メニューの創設）就労経験のない職業に就くことを希望する就職困難者を雇い入れ、人材育成
計画を策定し、人材育成を行ったうえで賃金引上げを行う事業主に対して、高額助成（通常コースの1.5倍）を行います。

（特定求職者雇用開発助成金の支給までの一般的な流れ）

対象者の
雇入れ

助成金の
第１期支給

※雇入れ６か月後

助成金の
第２期支給

※雇入れ１年後

【前提】新助成メニューは、「訓練の実施（人材開発支援助成金の支給決定）」と「賃金引上げ」を終えたことを確認したのち、高額助成

を行います。


